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災害が発生し、町民の命と安全を守るために行政が何ができるか、日々検討し、訓練を計画、実施、
検証します。次のとおり今回実施する訓練を一部抜粋しました。

食材提供 食材運搬 炊き出し

マイナンバーカードを用いた避難所受付

スマートフォンを用いた安否確認

住民避難

被害状況把握・避難所開設

炊き出し提供

①　訓練は職員主体に実施します。
②　住民避難・避難所開所等訓練のみ元栗橋、新幸谷、堀之内の一部の町民の方に協力・参加いだたく予定です。
　詳細については行政区長を通じて調整を予定しています。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
＊例年各行政区で実施していただいている「防災倉庫の資機材点検」については各行政区で計画し、実施予定です。

スマートフォンを用いた安否確認スマートフォンを用いた安否確認

○お問い合わせ　生活安全課　防災G　☎（84）3618（直通）

訓練項目 訓練場所 実施時間
① 災害対策本部会議訓練 五霞町役場庁舎 午前8：00～午前11：00
② 初動情報収集訓練 五霞町町内 午前8：00～午前10：45
③ 住民避難・避難所開所等訓練 五霞中学校体育館 午前8：00～午前11：20
④ 炊き出し訓練 中央公民館 午前9：30～午前11：30

令和６年度第２回

五霞町防災訓練【地震防災訓練】

こんな訓練を実施します！

地震発生
避難者の命と安全を守る

一人でも多くの町民
を救う決断を行う

災害関連死から町民を守る炊き出し訓練

災害対策
本部会議訓練

住民避難・避難所開所等訓練

避難所

11月24日㈰～五霞町防災の日～




